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本省局部課長 殿

法務省大臣官房人事課長

（ 公 印 省 略 ）

本省内部部局の職員の配置定員について（通達）

標記については、別表のとおりとし、令和8年4月1日から適用することとした

ので、その適正な運用に留意願います。

なお、令和7年4月1日付け法務省人定第3号当職通達「本省内部部局の職員の

配置定員について」は、廃止します。
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の人数であり、内数である。


